
名称 所在地

1 学校教育課
令和７年度
みやき町義務教育施設
情報通信機器等保守業務

西日本電信電話㈱
佐賀支店

佐賀市
駅前中央
1-8-32

R7.4.1 ~ R8.3.31 11,193,600円

　みやき町義務教育施設情報通信機器等につい
ては、令和2年10月に指名競争入札により最低価
格業者として西日本電信電話㈱と5年間の長期借
上げ契約を行い構築している。
　教職員の業務や児童生徒の授業運営には情報
通信機器の活用が必須であり、導入したシステム
や機器のトラブルが発生すると業務や授業に大き
な影響を及ぼすことになる。
　ついては、迅速な対応により、遅延なく運用され
ることが必要であり、当該保守契約については、構
築を行い、機器を熟知している上記業者に委託す
ることが業務遂行上最適であるため。

2号

2 学校教育課
令和７年度
みやき町立小中学校
医療的ケア実施業務委託

㈱よつば会
よつば訪問
　ステーション

みやき町
中津隈
6017-3

R7.4.7 ~ R8.3.31

60分以内
　6,000円／回
60分超～90分以内
　9,000円/回
90分超
　12,000円/回

　みやき町立小中学校医療的ケア実施要綱第6条
により「保護者はあらかじめ事業所等に訪問看護
を依頼する」と規定しており、上記業者は保護者が
依頼した訪問看護ステーションであるため。

2号

3 学校教育課
令和７年度
心臓検診委託契約

(一社)
鳥栖三養基医師会

鳥栖市
幸津町
1923

R7.4.18 ~ R8.3.31 1,427,514円

　この業務は、児童生徒の健康診断を行うもので
あり、医療機関でなければ履行できない業務であ
るので、競争入札にはなじまないものである。
　また、地域医療機関を取りまとめている鳥栖三養
基医師会と契約することにより、学校検診単価の
均一を図るものとする。

2号

4 学校教育課
令和７年度
結核検診委託契約

(一社)
鳥栖三養基医師会

鳥栖市
幸津町
1923

R7.4.18 ~ R8.3.31 125,895円

　この業務は、児童生徒の健康診断を行うもので
あり、医療機関でなければ履行できない業務であ
るので、競争入札にはなじまないものである。
　また、地域医療機関を取りまとめている鳥栖三養
基医師会と契約することにより、学校検診単価の
均一を図るものとする。

2号

5 学校教育課
令和７年度
腎臓検診委託契約

(一社)
鳥栖三養基医師会

鳥栖市
幸津町
1923

R7.4.18 ~ R8.3.31 1,111,770円

　この業務は、児童生徒の健康診断を行うもので
あり、医療機関でなければ履行できない業務であ
るので、競争入札にはなじまないものである。
　また、地域医療機関を取りまとめている鳥栖三養
基医師会と契約することにより、学校検診単価の
均一を図るものとする。

2号

6 学校教育課
令和７年度
脊柱検診委託契約

(一社)
鳥栖三養基医師会

鳥栖市
幸津町
1923

R7.4.18 ~ R8.3.31 483,626円

　この業務は、児童生徒の健康診断を行うもので
あり、医療機関でなければ履行できない業務であ
るので、競争入札にはなじまないものである。
　また、地域医療機関を取りまとめている鳥栖三養
基医師会と契約することにより、学校検診単価の
均一を図るものとする。

2号

7 学校教育課
令和７年度
みやき町立小中学校教職員
健康検査委託

(公財)
佐賀県健康づくり財団

佐賀市
水ケ江
1-12-10

R7.4.21 ~ R8.3.31
・医師の診察
　1，500円/1人1件
　他11項目

　上記事業所は教職員健康診断において県内で
十分な実績があり、信頼性も高く、柔軟な対応が可
能である。
　また、本検査は過去の検査結果と比較して診断
指導を行うことで成果が得られるものである。

2号

8 学校教育課
みやき町小学校のB&G利用
のための送迎バス利用契約

㈲ジョイックス交通

神埼市
千代田町
迎島
547-8

R7.5.1 ~ R7.10.30

(単価契約)
三根東小 発

 68,035円
三根西小 発

 70,675円

　貸切バス運行業務の運賃は、通常、九州運輸局
により示される距離、時間あたりの単価に基づいて
設定されているが、近年の人件費および燃料費の
高騰により、これらの基準額を超える運賃設定が
必要となっている。
　上記事業者は、バス運送の出発地点である三根
東小学校、三根西小学校から最寄りのバス運行業
務の提供が可能な事業者であり、距離が最短であ
るため、高騰する費用を考慮しても他の事業者と
比較してコスト効率が良いと判断される。
　さらに、上記事業者はまちづくり課の実施する「み
やき町通学支援バス運行管理業務」を厳正な審査
のうえ受注しており、その実績と信頼性は十分に
確立されている。
　以上から本事業を実施するにあたり最適な事業
者であると判断する。

6号

9 学校教育課
(給食センター)

排水処理施設維持管理業務 九州藤吉工業㈱

福岡市
東区
多の津
4-7-14

R7.4.1 ~ R12.3.31 17,133,600円

　排水処理施設の設備・装置の保守管理及び排水
の水質管理、汚泥管理は関係法令の規定による
処理が必要となる。上記業者は、みやき町学校給
食センター設置当初から排水処理設備に関わり、
以来保守を委託しており設備の構造を熟知して必
要な知識・技術を有しこの業務を的確に実施でき
学校給食センターの業務を安定して継続できるた
め。

2号

10 社会教育課
みやき町コミュニティーセンター
舞台照明設備保守点検業務

㈱松村電機製作所

福岡市
博多区
博多駅前
1-15-20

R7.4.8 ~ R8.3.31 528,000円

　舞台照明設備については、㈱松村電機製作所製
の設備であり、その設備の保守整備等に必要な知
識及び技術等を有しているのは見積徴取先である
㈱松村電機製作所のみであるため。

6号

11 社会教育課
令和7年度
三根運動場清掃業務委託

みやき町
グラウンドゴルフ協会
三根支部

みやき町 R7.4.1 ~ R8.3.6 100,000円

　上記団体は、みやき町体育協会に加盟するグラ
ウンドゴルフ愛好者により組織された団体であり、
本運動場の清掃業務を当該団体に委託することに
より、業務を通じて地域住民が積極的に当該施設
に関わることができ、環境美化に対する意識の向
上をはじめ、業務に携わる会員間の繋がりを深め
る場としての機会になることはもとより、当該施設
に異常があった際の連絡や要望等の伝達が速や
かになされるメリットがある。また、三根運動場は、
町民のスポーツに親しむ機会を与え、また、子ども
から高齢者の憩いの場としての機能があり、年間
を通じて活動する上記団体の会員も受益者となっ
ている。
　以上のことから、本件は、地元施設である三根運
動場の清掃業務を年間通じて活動する地元団体
が主体となって行うという、地域参加型維持管理運
営の推進を目的とするものであり、契約の目的が
競争に適さないため、当該団体と随意契約を行う
ものである。

6号

令和７年度　上半期　１者随意契約一覧表（教育委員会）

No. 所管課 契約案件名
契約の相手方 契約期間

履行期限
契約金額（円） １者随意契約の理由

地方自治法
施行令
第167条の2
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12 社会教育課
令和7年度
中原公園清掃業務委託

みやき町
グラウンドゴルフ協会
中原支部

みやき町 R7.4.1 ~ R8.3.6 100,000円

　上記団体は、みやき町体育協会に加盟するグラ
ウンドゴルフ愛好者により組織された団体であり、
中原公園の清掃業務を当該団体に委託することに
より、業務を通じて地域住民が積極的に公園に関
わることができ、環境美化に対する意識の向上を
はじめ、業務に携わる会員間の繋がりを深める場
としての機会になることはもとより、公園施設に異
常があった際の連絡や要望等の伝達が速やかに
なされるメリットがある。また、中原公園は、町民の
スポーツに親しむ機会を与え、また、子どもから高
齢者の憩いの場としての機能があり、年間を通じ
て活動する上記団体の会員も受益者となってい
る。
　以上のことから、本件は、地元施設である中原公
園の清掃業務を年間通じて活動する地元団体が
主体となって行うという、地域参加型維持管理運営
の推進を目的とするものであり、契約の目的が競
争に適さないため、当該団体と随意契約を行うも
のである。

6号

13 社会教育課
令和7年度
三根体育館屋内消火栓
改修工事

㈱福岡ハイテック
基山町
小倉
987-3

R7.9.3 ~ R7.12.26 2,200,000円

　三根体育館の消防設備は㈱福岡ハイテックに保
守・点検を委託しており、今回の契約で工事すべき
箇所においても同社が熟知している。また、保守整
備等に必要な知識及び技術等を有しているため。

2号

14
社会教育課
（図書館）

令和7年度
図書館システムクラウド
サービス利用契約事業

㈱ＢＣＣ

福岡市
中央区
六本松
2-12-19

R7.7.1 ~ R8.6.30

・クラウドサービス
利用料
　2,189,880円
・システム保守料
　963,600円

　現存の図書館システムを引き続き利用すること
の１番のメリットは、利用者がこれまで通り不自由
なく使用できる点である。図書館来館時に利用者
自身が本を検索しながら所蔵確認を行い、ウェブ
予約を行う等、使い慣れたシステムとなっている。
これまで通りの仕様を変更せず管理運営していくこ
とが最善であり、当該業者と契約を交わすことが明
らかに有利であると判断する。

6号


